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地域別最低賃金が改定されます 
 

2024年度地域別最低賃金が改定されます。47都道府県で 50～84円の引上げ、改定額の全国加重

平均額は 1,055円（昨年度は 1,004円）で、全国加重平均額 51円の引上げは、1978年度に目安制度

が始まって以降で最高額となりました。なお、関西各府県の金額及び適用日は下記の通りです。 

詳細及び下記府県以外、産業別最低賃金については、各都道府県労働局ホームページをご参照く

ださい。 
 

府県名 地域別最低賃金額 適用予定日 

大阪府 １,１１４円（＋５０） １０月１日 

兵庫県 １,０５２円（＋５１） １０月１日 

京都府 １,０５８円（＋５０） １０月１日 

奈良県   ９８６円（＋５０） １０月１日 

滋賀県 １,０１７円（＋５０） １０月１日 

和歌山県   ９８０円（＋５１） １０月１日 

 

202４年 8月１日から雇用保険の基本手当日額等が変更になります 
 

 

雇用保険の失業給付（基本手当）額を算定するための基礎となる賃金日額等が、2024 年 8 月 1 日

から変更されます。主な変更点は以下の通りです。 
 

年齢区分に応じた賃金日額・基本手当日額の上限額 

離職時の年齢 
賃金日額の上限額（円） 基本手当日額の上限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減) 

29歳以下 13,890 14,130 6,945 7,065（+120） 

30～44歳 15,430 15,690 7,715 7,845（+130） 

45～59歳 16,980 17,270 8,490 8,635（+145） 

60～64歳 16,210 16,490 7,294 7,420（+126） 
 

【例】29歳で賃金日額が 17,000円の人は、上限額（14,130円）が適用されますので、2024年 

8月 1日以降分の基本手当日額（1日当たりの支給額）は、7,065円となります。 
 

賃金日額・基本手当日額の下限額 

年齢 
賃金日額の下限額（円） 基本手当日額の下限額（円） 

変更前 変更後 変更前 変更後(前年度増減) 

全年齢 2,746 2,869 2,196 2,295（＋99） 
 

◆ 基本手当日額の下限額は、年齢に関係なく 2,295円になります。 
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202４年 8月１日から雇用継続給付の支給限度額等が変更になります 
 

2024年 8月 1日から高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付の支給限度額等が変

更になります。受給者への給付額が変わる場合がありますのでご注意ください。 

 
① 高年齢雇用継続給付（2024年 8月 1日以後の支給対象期間から変更） 

 

・支給限度額 ３７０，４５２円 → ３７６，７５０円 

・最低限度額   ２，１９６円 →   ２，２９５円 

・60歳到達時等の賃金月額 

上限額 ４８６，３００円 → ４９４，７００円 

下限額  ８２，３８０円 →  ８６，０７０円 
 

② 介護休業給付 

・支給限度額 上限額 ３４１，２９８円 → ３４７，１２７円 
 

③ 出生時育児休業給付 

・支給限度額 上限額（支給率 67％） ２８９，４６６円 → ２９４，３４４円 
 

④ 育児休業給付 

・支給限度額 上限額（支給率 67％） ３１０，１４３円 → ３１５，３６９円 

上限額（支給率 50％） ２３１，４５０円 → ２３５，３５０円 

 

 
 

「健康保険被扶養者状況リスト」提出のご案内 ※協会けんぽご加入事業所様に限る 
 

2024 年 10 月上旬から 10 月下旬にかけて、協会けんぽから順次「被扶養者状況リスト」が届きま

すので、従業員の方へご確認のうえ、同年 11 月 29 日までに直接、協会けんぽへご提出いただきま

すよう、よろしくお願いいたします。なお、当協会へ社会保険事務委託をいただいている事業所様

におかれましては、扶養から外す等変更があった方につきまして、当協会までご連絡をお願いいた

します。 
 

【※確認書類の提出について】 
 

厚生労働省より厳格な方法による再確認を求められていることから、被保険者と別居している

被扶養者、海外に在住している被扶養者については、被扶養者状況リストに同封されている被扶

養者現況申立書を記入し、被扶養者要件を満たしていることが確認できる下記書類の提出を併せ

てお願いいたします。 
 

・被保険者と別居している被扶養者→仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類（※1） 

・海外に在住している被扶養者→海外特例要件（※2）に該当していることが確認できる書類 

（※1）仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類は、学生の場合、添付を省略できます。 

（※2）海外特例要件については日本年金機構ホームページをご覧ください。 
 

【※健康保険の被扶養者要件等】 
 

健康保険の被扶養者の範囲や収入などの要件については、日本年金機構ホームページをご覧く

ださい。 

先般、厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が示され、人手不足による労働時間

延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定

を可能とする方針が示されておりますので、被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養

者の収入確認を行った際に、年収が 130万（被扶養者が 60歳以上または障害厚生年金を受けら

れる程度の障害を有する者の場合は 180 万円）以上の場合であって、人手不足による労働時間

の延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、「一時的な収入変動」

に係る事業主の証明書を併せてご提出ください。 


